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第３章 みどりの将来像 

１ 基本理念 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

本市では古くから林業が盛んで、かつては「杣
そま

保
のほ

」と呼ばれていました。現在も、豊かな山林資源は、優れた自然景観の形成、多くの生き物の生息・生育

空間、自然にふれあえる場として重要な存在となっています。 

また、本市には山林だけではなく、多摩川をはじめとする多くの河川、市街地内には崖線樹林、公園緑地、農地等のさまざまなみどりがあります。 

このような本市のみどり豊かな特徴を活かし、第７次青梅市総合長期計画の将来像「美しい山と渓谷に抱かれ、東京に暮す 青梅」を実現するため、継続

したみどりの保全により、豊かなみどりを次世代に引き継ぐとともに、みどりの持つ多面的機能を活用し、地域の課題解決や地域を活性化することで、持続

可能なみどりのまちの実現を目指すこととし、基本理念は次のとおりとします。 

豊かなみどりを活かし、 

⼈とみどりが共⽣するまち ⻘梅 

写真は仮 

（青梅市ホームページ） 
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２ みどりの将来像 
 

 

みどりの軸と拠点 

 みどりの骨格と

なる山地・丘陵 

豊かな自然環境を積極的に保全 

自然と親しめる空間、身近なレクリ

エーションの場としての活用 

 水とみどりの主

軸となる多摩川

と崖線樹林 

多摩川の環境・景観を積極的に保全 

身近なレクリエーションや自然観

察、環境学習の場としての活用 

 市街地にある保

全すべき立川崖

線樹林 

市街地に残るみどりとして、生物多

様性に配慮した積極的な保全 

 自然環境に配慮

し活用する河川

ネットワーク 

水辺環境や景観の保全・再生 

水に親しむ空間の充実 

 市街地のみどり

の軸となる街路

樹ネットワーク 

みどりのネットワーク機能の充実 

 山林と生活環境

をつなぐ林縁部 

生物多様性、景観に配慮した自然環

境と生活環境の保全 

 共創の拠点とな

る青梅の森 

生物多様性の確保を図った保全 

共創による管理体制の充実 

 主要３駅周辺の

みどり 

玄関口として、もてなすみどりの創

出 

 魅力向上をはか

る公園緑地 

誰もが安全・安心で居心地よく過ご

せる公園緑地の充実 

 自然的景観を保

全する風致地区 

条例等による良好な景観の維持と

保全 

 

 

 

 

ゾーニング 

 自然環境保全 

ゾーン 

森林を主体とした優れた自然環境

資源を積極的に保全・育成 

 自然環境活用 

ゾーン 

自然環境に配慮した自然と親しめ

る空間として活用 

 
新市街地ゾーン 

市街地からの景観配慮、自然環境資

源を活用した産業集積地として計

画的に土地利用を誘導 

 農林・住環境調和 

ゾーン 

農的環境と居住環境の調和、農林業

の振興 

 
農地活用ゾーン 

農地が持つ多面的機能を重視し、農

地の集積や生産性の向上 

 
多摩川保全ゾーン 

清流や水辺環境の保全、河川活用に

よる親水性の向上と潤いある空間

としての活用 

 
市街地ゾーン 

市街地の緑化推進と樹林地や生産

緑地等の適正な維持・保全 

 

 

 

  

本計画の基本理念の具体的なイメージとして、本市が目指すまちの姿を「みどりの将来像」として示します。 
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図 ３-1 みどりの将来像図
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３ 基本方針 
 

 

 

 

 

山地や丘陵地、河川、崖線樹林などの自然豊かなみどりに支えられて、

わたしたちの生活は営まれてきました。自然環境と共生したみどりのまち

づくりのため、引き続き、これらのみどりの保全活動に取り組み、適切な

状態を維持し、次世代に引き継ぎます。 

 

 

 

 

まちなかには公園、街路樹、農地、住宅の庭、公共施設や事務所の植栽

地などのさまざまなみどりがあり、これらのみどりに囲まれてわたしたち

は生活しています。安心・安全で居心地よく、健康な生活をおくれる環境

づくりのために、まちなかのみどりを育てる取組を進めます。 

 

 

 

 

山林は多摩産材として、山地や丘陵地のハイキングや多摩川のリバース

ポーツは観光資源として、農地は農業生産の場として、本市の産業振興の

一翼を担っています。みどりの利活用により、産業振興のほか、防災、健

康づくり、コミュニティ形成などにぎわい創出に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりを守り、育て、活かす取組を推進するためには、市民、

市民団体、事業者、行政だけではなく、青梅を訪れる方々を含め

たあらゆる人々が、青梅のみどりに興味を持ち、みどりにふれあ

い、様々な活動に広げていく必要があります。3 つの基本方針の横

断的な方針として、多様な主体が協力・連携して取組み、みどり

のまちづくりを推進するとともに、新たな魅力や価値を生み出し

ます。 

 

 

  

基本方針１ みどりをまもる 

基本方針２ みどりを育てる 

基本方針３ みどりを活かす 

共
通
方
針 

共
創
(
み
ど
り
を
共
に
創
る
) 

みどりの将来像を実現するため、3 つの基本方針と共通する方針を設定します。 
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４ 計画の目標  ※検討中 
みどりの将来像の実現に向けて、計画の目標を設定します。 

 

 

市全体のみどり率は、樹林や農地の減少傾向が続いていますが、みどり

の保全と緑化推進により、みどり率の現状維持を目標とします。 

 

 

 

 

 

 

みどりに関する市民アンケートのみどりの量と質について、満足度・重

要度から目標数値の設定を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

みどりに関する市民アンケートの公園の整備や管理の状況と公園の使い

やすさについて、満足度・重要度から目標数値設定を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地の保全に関する目標指標を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

青梅の森や公園等では市民との共創による保全や維持活動が行われてい

ます。育成講座等の各種取組みにより、市内のみどりの保全や維持に関わ

る参加者数を増やすことを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

青梅市のみどりに興味や関心を持つ人の目標指標としての公式ＳＮＳフ

ォロワー数については検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

農地の保全に 

関する事項 

現況値（2023 年）  

 

農地の保全に 

関する事項 

目標値（2034 年） 

 

参加延べ人数 ○人 

現況値（2023 年） 
 

参加延べ人数 ○人 

目標値（2034 年） 

 

公式 SNS ﾌｫﾛﾜｰ数 ○人 

現況値（2023 年） 
 

公式 SNS ﾌｫﾛﾜｰ数 ○人 

目標値（2034 年） 

目標１ みどり率 

目標２ 市民のみどりの量と質の満足度・重要度 

目標３ 公園の管理状況、使いやすさの満足度・重要度 

目標４ 農地の保全に関する事項 

目標５ みどりの活動参加延べ人数 

目標６ 青梅市公式ＳＮＳフォロワー数 

 

みどり率 ○○％ 

現況値（2023 年）  

みどり率 ○○％ 

目標値（2034 年） 

 

みどりの量 

みどりの質 

現況値（2023 年） 
 

みどりの量 

みどりの質 

目標値（2034 年） 

 

公園管理状況 

公園使いやすさ 

目標値（2034 年） 
 

公園管理状況 

公園使いやすさ 

現況値（2023 年） 
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第４章 将来像実現のための施策 
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第４章 将来像実現のための施策 

１ 施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりの将来図の実現に向けて、基本方針に基づく実施施策を示します。 



 

12 

２ 個別施策 
 

基本方針１ みどりをまもる 

 

本市のみどりの骨格を形成する山地・丘陵地は、豊かな自然を有しており、

多くの生き物が生息・生育するとともに、水源かん養や二酸化炭素の吸収など

の多面的機能は、わたしたちの生活を支えています。この貴重な山地・丘陵地

を保全する取組を推進します。 

 

1－1－1 法や条例による山地・丘陵地の保全 

山地・丘陵地の保全では、法や条例により秩父多摩甲斐国立公園や羽村草

花丘陵自然公園、特別緑地保全地区、東京都保全地域などの指定がされてい

ます。引き続き、各種制度を運用するとともに、国、都、関係団体等と連携

して、山地・丘陵地の自然環境を保全します。 

また、特に保全する必要がある区域については、特別緑地保全地区の指定

等による自然環境の保全を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ４-1 山地・丘陵地保全のための法や条例の指定状況 

制度 地区名 制度概要 

国立公園 

（自然公園法） 

秩父多摩甲斐国

立公園 
優れた自然の風景地の保護と利用
増進により、国民の保健・休養・教
化と生物多様性の確保を目的とし
た制度 

都立自然公園 

（自然公園法） 

羽村草花丘陵自

然公園 

特別緑地保全地区 

（都市緑地法） 

第 1 号千ヶ瀬特

別緑地保全地区 

第 2 号青梅の森

特別緑地保全地

区 

都市の良好な自然的環境を形成し

ている緑地を指定し、建築行為の制

限などにより保全する制度 

東京都保全地域 

（東京都自然保護

条例） 

勝沼城址歴史環

境保全地域 

青梅上成木森林

環境保全地域 

立川崖線緑地保

全地域 

良好な自然生態系保護し、次代へ引

き継ぐことを目的とした制度 

自然環境保全地域、森林環境保全地

域、里山保全地域、歴史環境保全地

域、緑地保全地域の 5 種類がある 

風致地区 

（都市計画法） 
霞丘陵風致地区 

良好な自然的景観を形成している

区域のうち、土地利用計画上、都市

環境の保全を図るため風致の維持

が必要な区域に定める 

保安林 

（森林法） 

水源かん養 

土砂流出防備 

土砂崩壊防備 

その他 

公益的機能の発揮が特に必要な森

林を指定し、立木の伐採や土地の形

質の変更等を規制 

水源かん養や災害防止の保安林は、

森林保全の治山事業を実施 
※第 1 号千ヶ瀬特別緑地保全地区、立川崖線緑地保全地域は 1-3 まちなかのみどりの

保全の対象となる崖線樹林 

  

１－１ 山地・丘陵地の保全 
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1－1－2 山地・丘陵地の生物多様性の保全 

山地・丘陵地には多様な生き物が生息・生育しており、希少な生き物も

確認されています。健全な生態系が維持されるように、生物多様性の視点

を持って保全の取組を進めます。 

生物多様性の保全に向けては、「青梅市生物多様性地域戦略」を推進す

るとともに、ネイチャーポジティブの実現に向けた取組を進めます。 

シカ等の有害鳥獣被害に対しては、都や周辺自治体、関係団体と連携し

た捕獲等の取組を推進するとともに、植栽が予定されている森林を中心

に、単木保護ネットやシカ侵入防護柵の設置等の保護措置を推進します。

近年では、クマの出没が確認されており、都や周辺自治体、関係団体と連

携した対策を実施します。 

 

 

 

本市には、多摩川をはじめとして、霞川、成木川等の多くの河川がありま

す。河川は、洪水の被害防止などの治水、水道用水や農業用水などの利水、

自然環境や景観などの環境形成の機能を持つとともに、みどりのネットワー

クを形成しています。これらの機能を充実するために、水辺地や崖線樹林を

含む河川環境を保全する取組を推進します。 

 

1－2－1 多摩川の河川環境の保全 

多摩川は、「多摩川水系河川整備計画（万年橋より下流）」や「多摩川

上流圏域河川整備計画（万年橋より上流）」にもとづき、保全整備が進め

られています。国や都と連携し、自然環境や水質に配慮した治水安全度の

向上や保全維持管理、遊歩道の整備等を促進します。 

また、「青梅市多摩川沿い景観形成基本計画」にもとづき、良好な景観

形成を図ります。 

 

1－2－2 多摩川以外の河川環境の保全 

霞川流域と、成木川を本川とした黒沢川、直竹川、北小曽木川を支川と

した流域である霞川圏域は、「霞川圏域河川整備計画」にもとづき、保全

整備が進められています。都と連携し、治水安全度の向上を図るととも

に、残されている自然環境を保全し、水辺に親しみを持てる身近な川づく

りを促進します。 

また、公共下水道や合併処理浄化槽の整備による全市水栓化に向けた計

画の推進により、河川の水質向上に努めます。 

 

 

 

市街地には崖線樹林や平地林、社寺林、屋敷林等のまとまった樹林が点在

しています。市街地に残る樹林は、貴重な自然環境であり、地域特有の景観

を形成しています。これらの樹林の一部は、法や条例等による、みどりの保

全制度が適用されているものもありますが、消失の可能性のある樹林も多く

存在しています。市街地に残された貴重な自然環境を次世代につなぐため、

樹林の保全に努めます。 

 

1－3－1 崖線樹林の保全 

多摩川などの崖線樹林は、湧水や生き物の生息・生育の場として貴重な

空間であり、立川崖線の一部は特別緑地保全地区や東京都保全地域に指定

されています。 

「多摩川由来の崖線の緑の保全に向けてのガイドライン」にもとづき、

都や関係市と連携して保全施策を検討するとともに、特別緑地保全地区等

の指定がされていない樹林については、保全すべき樹林の調査や保全施策

等を検討し、計画的な保全に取組みます。 

また、「青梅市多摩川沿い景観形成基本計画」にもとづき、崖線緑地の

伐採の規制等により、適切な樹林の維持管理を推進します。 

１－２ 河川環境の保全 

１－３ まちなかの樹林の保全 
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1－3－2 平地林の保全 

市街地に残る平地林は、新田山公園のように公園として保全されている

ものもあります。また、社寺林、屋敷林、学校等の施設内の樹林などの平

地林も数多く点在しています。 

社寺林や屋敷林、地域のシンボルとなっている樹木、生き物の生息・生

育空間となる樹林等の保全方策を検討します。 

 

 

 

本市には多くの農地があり、市街化区域には生産緑地地区、市街化調整区

域には農業振興地域農用地区域（以下「農振農用地区域」といいます。）が

指定され、多様な農畜産物が生産されています。しかし、農業従事者の高齢

化や担い手不足等により農地面積は減少傾向が続いています。一方で、農地

の持つ多面的機能から、都市農地は「あるべきもの」として位置づけが転換

されました。まちづくりに必要なみどりとして、農業振興施策と連携し、農

地の保全に取組みます。 

 

1－4－1 生産緑地地区の保全 

本市の市街化区域には、多くの生産緑地地区が点在しており、新鮮で安

全・安心な農作物の供給、防災・減災、農のある風景を形成しています。 

緑地機能や多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全するため、

生産緑地地区制度により、市街化区域内農地の適正な維持および制度の活

用を図ります。 

また、生産緑地地区の適正な保全のため、肥培管理調査等を行うととも

に、管理指導を継続して実施します。 

 

1－4－2 農業振興地域農用地区域の保全 

市街化調整区域の農地のうち農業の振興を図るべき地域は、農振農用地

区域が指定されています。この区域では、田植えや稲刈りなどの農業体験

会を実施するなど、交流の場ともなっています。 

農振農用地区域は、農地が持つ多面的機能を重視するとともに、未利用

農地の有効活用や生産性の向上に努めます。 

また、本市の土地利用方針を踏まえつつ、新規就農者や意欲ある認定農

業者、法人等への集約の検討、農地バンクの普及・啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－４ 農地の保全 



 

15 

基本方針２ みどりを育てる 

 

市内には 170 箇所の公園緑地があり、多くの市民が利用しています。公園

のさらなる魅力の向上と、あらゆる人々が自由に楽しく過ごすことができる

ように、地域特性や利活用ニーズに応じた公園の改修や管理を進めます。 

 

2－1－1 地域特性に合わせた計画的な公園改修 

本市には、永山公園、吹上しょうぶ公園、梅の公園、花木園などの特色

ある公園、地域の街区公園や児童遊園などがあり、多くの人が公園を利用

しています。 

公園の施設については、安全・安心な施設利用を維持するため、「青梅

市公園施設長寿命化計画」にもとづき、予防保全型管理による計画的な補

修や更新を実施します。 

公園や緑地を高齢者や障がい者、こども、外国人等のあらゆる人々が、

自由に安心して利用できる場としていくため、地域住民の意向やニーズを

踏まえ、公園施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進す

るとともに、地域特性を踏まえながら、だれもが遊べる遊具の導入を検討

します。 

吹上しょうぶ公園については、都市計画公園・緑地の整備方針（令和２

年７月改定）における優先整備区域（0.59ha）の位置づけにもとづき、整

備を推進します。 

また、持続可能な公園管理の実現のため、必要に応じて都市計画の変更

等を行います。 

 

 

2－1－2 効率的・効果的な公園管理 

公園の管理では、誰もが安全・安心で居心地よく過ごせる公園となるよ

う、日常の維持管理や施設点検、定期点検を実施しています。 

公園のさらなる魅力の向上や新たなにぎわいの創出を図るため、指定管

理者制度や Park-PFI 制度等の民間活力を活用した管理方法の導入について

検討します。 

また、公園を柔軟に利活用するため、画一的な公園利用ルールから、公

園ごとに利用ルールを設定できる仕組みづくりや、公園管理を効率的に行

う方法として、デジタル技術を活用した公園 DX の取組を検討します。 

老木化した樹木や病害虫等の被害木については、適正な管理、更新によ

り、倒木や枝折れなどを未然に防止します。 

 

2－1－3 開発行為等による新設公園の指導 

本市では、一定規模以上の開発行為等に対して、青梅市開発行為等の基

準および手続に関する条例（以下「開発条例」といいます。）にもとづ

き、公園等の整備を指導しています。 

開発行為等によって整備される公園等が、周辺住民が積極的に活用する

ことができ、良好な景観形成にも寄与する質の高い配置となるよう、適切

な指導を行います。 

また、持続可能な公園管理の実現のため、開発条例における公園設置基

準等の見直しを検討します。 

今後、都市的土地利用を計画的に誘導していく「新市街地計画ゾーン」

における地区計画制度等の導入にあたっては、緑化率規制について検討し

ます。今井土地区画整理事業区域においては、公園の整備等を通じて計画

的な緑化を推進します。 

 

 

 

２－１ 魅力ある公園づくり 



 

16 

 

学校や庁舎等の公共施設は、市内各地域に点在しており、良好な施設緑化

により、地域のみどりの拠点の一つとなります。 

また、街路樹が整備された道路は、みどりのネットワークとして多様な効

果が期待されます。みどりの拠点とみどりのネットワークを形成するため

に、公共施設の緑化や街路樹等の育成管理に努めます。 

 

2－2－1 公共施設の緑化推進 

学校や市役所などの公共施設では植栽地を整備しており、接道部の花木

などは地域住民や道路利用者がみどりを楽しむ場にもなっています。 

将来を担う子どもたちが学んでいる学校では、学校ビオトープ等の環境

教育への活用、コミュニティ花壇やみどりのカーテンの設置など、自然環

境を実感できるような緑化を推進します。 

市役所や市民センターなどの公共施設においても、率先してみどりのま

ちづくりに取り組む姿勢を示すとともに、市民の緑化意識啓発等のため、

積極的に緑化を推進します。 

 

2－2－2 街路樹等の育成と管理 

街路樹等は、緑陰の形成や良好な道路景観、騒音低減、大気浄化等の効

果があります。また、生き物の生息・生育の場や移動経路として、エコロ

ジカルネットワークの形成にも寄与します。 

都市計画道路の整備や既設道路の改修にあわせて、街路樹等による緑化

を推進します。 

また、市が管理する道路の街路樹や植栽は、樹木の特性を踏まえた適切

な維持管理に努めます。 

 

2－2－3 駅前広場等の緑化推進 

駅前は多くの人の利用とともに、市外からの観光客や来訪者を迎え入れ

る場所です。 

まちの魅力向上を図るとともに、河辺駅、東青梅駅、青梅駅を中心とし

て、各駅の特色ある景観や憩いの場、観光客等を迎え入れるにふさわしい

場として、駅前広場の緑化やコミュニティ花壇による修景を推進します。 

また青梅駅については、「青梅駅周辺地区景観形成基本計画」にもとづ

き、良好な景観形成を図ります。 

 

 

 

市街地内の大半が民有地で構成されており、住宅地や事業所などの民有地

のみどりが増えることで、季節感のあるみどりの景観づくり、小さな生き物

の生息・生育の場の創出、まちの魅力向上につながります。 

一定規模以上の開発行為等において、新たな緑地の整備や、既存樹木の保

全や活用によるみどりづくりを推進します。 

 

2－3－1 民有地の緑化 

民有地の緑化では、一定規模以上の開発行為等の適切な指導等により、

質の高い緑化を誘導することで、緑化推進に寄与します。 

地区計画の区域内における建築行為等では、地区計画にもとづく緑化の

指導を行い、道路沿いに広がりと厚みを持ったみどりの形成を促進しま

す。 

より積極的な緑化の推進が必要な地域や地区においては、地域特性に合

わせた緑化の推進方策を検討します。 

また、生け垣設置費補助金やコミュニティ花壇事業を推進するととも

に、みどりのカーテンの普及事業、イベント時での苗や種子の配布によ

り、まちなかの緑化を推進します。 

２－２ 公共施設・道路のみどりづくり 

２－３ 民有地のみどりづくり 
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まちなかには、拠点となるみどりとして崖線樹林、公園緑地、史跡、社寺

林等があり、それらをつなぐみどりとして河川や水路、街路樹、農地、住宅

地の庭木などにより、みどりのネットワークを形成しています。 

みどりのネットワーク形成は、生物多様性の保全、防災性の向上、熱環境

の改善等のみどりの機能をより効果的に発揮させることから、みどりのネッ

トワークづくりを推進します。 

 

2－4－1 エコロジカルネットワークづくり 

まちなかのみどりのネットワークが形成されることで、公園緑地や施設

内の樹林、社寺林が相互につながり、エコロジカルネットワークが形成さ

れ、生物多様性が保全されます。 

まちなかの規模の大きい公園や崖線樹林、社寺林などの拠点となるみど

り、それらをつなぐ河川や水路、緑道のほか、小規模な公園、農地、街路

樹、住宅の庭木などを増やし、飛び石のように点在させることで、エコロ

ジカルネットワークづくりを推進します。 

また、生き物の生息・生育の場となる学校や公園でのビオトープづく

り、郷土種に配慮した樹木等の植栽など、エコロジカルネットワークの充

実に努めます。 

 

2－4－2 みどりを巡るネットワークづくり 

みどりのネットワーク機能のひとつに、レクリエーションや生活のネッ

トワークがあります。ウォーキングは気軽な健康づくりのほか、まちなか

回遊によるにぎわい創出としても注目されています。 

みどりを巡るネットワークをより楽しめるように、リニューアルした公

園情報や公共施設等の季節の花の見どころなども盛り込んだウォーキング

マップ、観光まち歩きマップ、サイクリングマップ等を作成するととも

に、公園等の説明や案内をするＱＲコードの設置を検討します。 

健康づくりや自然・歴史・文化資源等を巡る道として利用される「青梅

市健康と歴史・文化の路」の整備や適正な維持管理に努めます。 

 

  

２－４ まちなかのみどりのネットワークづくり 
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基本方針３ みどりを活かす 

 

山地・丘陵地は林業においても重要なフィールドであり、森林を育て、育

った木を木材として利用し、再び植林を行う循環が、森林の適切な管理にな

るとともに、森林の二酸化炭素吸収量の増加、生物多様性の確保など、多面

的機能の維持につながります。森林環境譲与税を活用した森林の整備を促進

するとともに、地球温暖化防止の観点から森林資源としての活用、にぎわい

創出の観点から観光資源として活用します。 

 

3－1－1 森林機能の向上 

本市の山林は人工林率が高く、適正な森林整備が重要です。 

かつての杣保のように健全な森林資源の継承に向けて、「青梅市森林整

備計画」にもとづき、森林の伐採・造林・保育等の森林施業を推進しま

す。市内の管理の行き届かない森林を減らすため、森林経営管理制度によ

り、土地所有者の意向を踏まえた森林の適正管理を推進するとともに、都

の多摩の森林再生事業を推奨します。 

また、スギ、ヒノキの花粉症の患者数が年々増加していることから、人

工造林では花粉の発生量が少ない品種系統の選定や、東京都農林水産振興

財団が進める「企業の森」や「主伐事業」等を促進します。 

 

3－1－2 多摩産材の活用 

多摩産材は、木材を地産地消することから環境負荷の低い地場産材で

す。また、多摩産材を利用することで、森林の適切な手入れだけではな

く、健康や環境の面からも有効です。 

環境負荷の低減、林業の活性化のため、「青梅市公共施設等における多

摩産材利用推進方針」にもとづき、公共施設や民間施設での多摩産材の利

用拡大を推進するとともに、多摩産材を PR します。 

また、地域の「木材の循環利用」を促進させ、産業としての林業の活性

化を図るため、地域における森林資源や施設の整備状況を踏まえながら、

地域ごとに木材生産者、製材工場、工務店等が連携した流通体制の整備を

進めるとともに、一般住宅への多摩産材の活用を推進するようなシステム

づくりを検討します。 

 

3－1－3 廃材利活用等の資源循環の促進 

森林の維持管理では、多くの間伐材や剪定枝が発生しています。 

これらの間伐材や剪定枝は、チップ化し、公園緑地の園路材としての活

用や、堆肥補助材等としての配布など、有効活用を推進します。また、木

質バイオマス燃料としての活用についても検討します。 

 

3－1－4 レクリエーションの場としての活用 

山地や丘陵地には多くのハイキングや登山のコースがあり、多くの人が

本市の自然環境を楽しんでいます。 

ハイキングコースや登山道の利用者が安全に自然とふれあい、親しめる

ように、遊歩道やハイキングコースの適正な維持管理、環境整備を推進し

ます。また、来訪者が増加し観光振興につながるよう、効果的な PR やイベ

ントなどについて検討します。 

 

 

 

 

 

 

  

３－１ 山地・丘陵地の活用 
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市内には多くの河川や水路があり、市民に親しみのある水辺環境が形成さ

れています。河川や水路は、多様な生き物が生息・生育する場、気温の冷却

効果、河川景観の形成、散策路などの多面的機能を有しており、みどりのま

ちづくりに積極的に活用します。 

 

3－2－1 水辺空間の利活用 

清流が維持された自然豊かな水辺は、自然観察、川遊び、川沿いの散策

などを楽しむ人が集まる場となります。 

水辺空間の自然環境を保全するため、水生生物の調査の実施、水辺の生

態系や希少種の保護、外来種対策を実施します。 

また、多摩川はリバースポーツの場として活用されており、今後も多摩

川の魅力をより効果的に PR します。 

釜の淵エリア一帯は、民間のノウハウを取り入れ、にぎわいを創出する

ための整備・活用を推進します。 

また、バーベキュー利用者が多く訪れていますが、ごみの置き去りなど

の迷惑行為も増加しています。マナー啓発を行うとともに、利用実態を踏

まえ、国との連携による河川利用のルールづくりを検討します。 

 

 

 

本市の市街地には公園緑地や街路樹、庭木や生け垣などさまざまなみどり

があり、市民や来訪者等はこれらのみどりとふれあいながら日常生活を送っ

ています。市民の Well-being 向上のために、まちなかのみどりを活用し、心

身の健康づくりに役立てます。 

 

3－3－1 みどりのリサイクルの推進 

快適なみどりのまちづくりには、公園や公共施設の植栽地、街路樹、庭

木などの剪定管理が必要です。 

剪定管理で発生した剪定枝はチップ化し、公園緑地内の園路材としての

活用や、堆肥補助材等として市民へ配布するなど、リサイクルを推進しま

す。 

 

3－3－2 オープンガーデン等の推進  

オープンガーデンは、個人住宅や事業所の庭を一般に公開する取組で、

訪れた人との交流も楽しめるコミュニティ活動です。梅の公園周辺の社寺

等 13 箇所に梅の木を植樹し、オープンガーデンとして開設しています。 

オープンガーデンを推奨するための支援策を検討するとともに、広報に

よって民有地のみどりの観光資源化に努めます。 

また、市民緑地制度を活用した緑地や空き地の利活用を検討します。 

 

3－3－3 みどりによる防災機能の充実 

災害時の避難場所として、公園、運動広場、学校等が指定されていま

す。 

また、公園緑地や農地などは雨水の浸透機能により、雨水を直接河川や

下水道に流入させない効果があり、施設の植栽地や道路の植樹帯を活用し

た雨庭による雨水流出抑制も注目されています。 

避難場所に指定されている公園等では、周辺状況や規模を考慮し、かま

どベンチやマンホールトイレ、ソーラー照明などの設置のほか、防災面に

配慮した樹木管理を推進します。 

雨水対策として、宅地内の雨水は宅地内浸透処理を推進するとともに、

雨水浸透施設等の設置に対する補助を行います。 

また、近年頻発する局地的な集中豪雨による浸水被害に対応するため、

調節池の設置や緑地の雨水浸透機能を活用した対策を進めます。 

３－２ 河川環境の活用 

３－３ まちなかのみどりの活用 
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本市の農地は、農畜産物の供給、雨水の浸透、自然とふれあえる場など、

多面的機能を有しており、まちづくりに活かすことが期待されています。市

民の農業への理解を深めるとともに、防災、レクリエーション、安心・安全

な食材の供給、農業振興など農地の活用を推進します。 

 

3－4－1 農地による防災・減災 

まちなかに点在する農地は、災害時の延焼防止や避難場所等の機能を有

しています。また、農地による雨水の浸透、水田による雨水の貯留は、降

雨時の下水道や河川への流入を抑制し、浸水被害の軽減につながります。 

農地が有する防災・減災機能を活用し、安全・安心なまちづくりを推進

します。 

さらに、農地の災害時の活用については、農業協同組合との防災協定に

もとづき協議を行います。 

 

3－4－2 市民農園等の利用促進 

市内には市民農園、農業体験農園、農家開設型市民農園があり、多くの

市民が農作業や農業体験を楽しんでいます。 

今後も農業従事者等との連携により、市民が農業体験できる場として、

市民農園等の利用促進を図ります。 

 

3－4－3 市内農業の利用促進 

農業振興、農地保全、安心・安全な食の確保のためには、市民の農業へ

の理解が必要です。 

直売所等による農畜産物の地産地消、学校給食での地元食材の活用を推

進するため、農業協同組合と連携して取組を進めます。 

また、地元農畜産物を利用した６次産業化についても、関係団体等と連

携した取組を推進します。 

  

３－４ 農地の活用 
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共通方針共創 みどりを共につくる 

 

みどりの将来像を実現するためには、市民をはじめ、事業者、さまざまな

団体、本市に関わるあらゆる主体が、みどりのまちづくりを進めることが必

要です。多様な主体が、公園緑地等の管理やみどりのまちづくりを促進する

活動などを、市内の多くの場所において、より活発に実施できるように、支

援や仕組みづくりを推進します。 

 

共－1－1 市民等の共創による公園、緑地等の管理と活用 

本市には森林ボランティアのほか、公園や史跡に関するボランティア、

花壇ボランティア、援農ボランティアなど多くのボランティア団体が、市

内の公園や緑地等のフィールドで、活動を実施しています。 

今後も、各ボランティア団体の主体的な活動や、活動フィールドを広げ

るための支援に努めます。 

また、校庭芝生の PTA 主体の管理、企業の CSR 活動、教育機関のボラン

ティア活動（部活やサークルの参加）など、多様な主体との連携による活

動を推進するとともに、気軽に参加できるボランティア活動についても検

討します。 

 

共－1－2 ボランティア活動のネットワークづくり 

青梅の森では、「杣保プロジェクト」において、青梅の森をフィールド

にするボランティア団体が活動内容を協議し、協働でボランティア活動を

実施しています。 

みどりに関するボランティア団体のネットワークをつくり、団体間での

話し合いや情報共有ができる仕組みづくりなど、活動の活性化につながる

連携体制を検討します。 

 

共－1－3 担い手の発掘と育成 

みどりを守り育てるための担い手育成として、「青梅市森林ボランティ

ア育成講座」を開講し、多くの講座修了生がボランティア活動を実施して

います。 

今後も森の担い手を育成していくことが重要であることから、森林環境

譲与税を活用し、森の担い手の発掘と育成を促進します。 

また、次世代の担い手の発掘として、青少年リーダー育成研修会の取組

を通じて、みどりに関する活動のリーダー育成を推進します。 

 

 

 

豊かなみどりを次世代に引き継いでいくためには、より多くの市民が青梅

のみどりに興味を持ち、みどりのまちづくりに関わることが必要です。みど

りにふれあい、体験することが、みどりに対する関心や興味が高まる機会と

なるため、みどりに関する情報発信やイベントの実施を推進します。 

 

共－2－1 みどりに関する情報発信 

みどりのまちづくりを進めるためには、みどりに関して理解を深めるこ

とが重要です。 

市内のみどりの紹介や、みどりの機能、生物多様性について、積極的に

情報を提供するため、広報紙や市のホームページ、SNS、パンフレットを活

用するなど、広く情報発信します。 

また、市民からのみどりや生物多様性に関する情報を収集する仕組みも

検討し、普及啓発活動への利活用を図ります。 

 

共－１ 多様な主体によるみどりのまちづくり 

共－２ みどりのまちづくりに関する普及啓発 
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共－2－2 みどりに関する普及啓発 

みどりに関する普及啓発活動では、ホタルの生態学習や観察会、青梅の

森での自然環境学習、多摩川や霞川での水辺の楽校などが開催され、多く

の市民やこどもたちが参加しています。 

多様な世代がみどりにふれあい、学び、体験できる機会として、行政、

教育機関、市民活動団体等と連携して、みどりに関する講習会やイベント

を開催するとともに、内容の充実を図ります。 

特に、将来、みどりのまちづくりを担うこどもたちが、みどりに関心を

持ち、みどりの役割や重要性を楽しみながら学ぶことができるように、環

境学習や体験学習の機会を拡充します。 
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３ 重点プロジェクト 
【重点プロジェクトの方針】 

みどりは、二酸化炭素の吸収、暑熱対策、生物多様性の保全などの環境

保全機能や、良好な景観の形成や災害時における避難路・避難場所等の形

成、浸水被害の軽減など多様な機能を有しており、これらの機能を発揮す

ることで社会課題の解決に貢献するグリーンインフラとして、戦略的計画

にもとづき、さまざまな取組を展開することが重要であることから、本計

画の重点プロジェクトとして「グリーンインフラの取組み」を位置付けま

す。 

グリーンインフラの取組は、みどりの機能が発揮されることにより地域

課題の解決に貢献するという視点を重視することから、みどり分野に限ら

ず、まちづくり全体を推進する上での地域課題を設定し、必要な取組を推

進します。重点プロジェクトの地域課題は次の３点を考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市街地のエコロジカルネットワークの形成 

美しい自然環境は本市の強みであり、山林・丘陵地・河川の生物多様性

の保全は、多様な主体による様々な活動によって進められています。 

一方、市街地における生物多様性確保のためのエコロジカルネットワー

クの形成は、生き物の豊かさを身近な場で感じられたり、身近な場で環境

教育に取組めるほか、市街地で減少傾向にある樹林や農地の保全にも寄与

するものです。そこで「市街地のエコロジカルネットワークの形成」を地

域課題として設定し、市街地内のみどりの保全や緑化の推進に関する施策

を重点施策とします。 

 

②住み続けたくなるまちづくり 

人口減少の中、まちの活力を維持するには、移住定住人口を増やすた

め、住み続けたくなる、住みたくなるまちにすることが課題となります。

特に子育て世代が増え、少子化に歯止めをかけることが重要であることか

ら、緑地の機能を発揮することで子育て世代に選ばれるまちづくりが必要

になります。 

「住み続けたくなるまちづくり」を地域課題として、子育てしやすい公

園配置や公園機能、高齢者を含めた健康づくりに配慮したまちづくり、身

近に自然に触れることができる環境、自然体験や環境学習が充実した教育

体制、みどりを介したコミュニティ形成、誰もが生活しやすい環境づくり

等を重点施策とします。 

 

③カーボンニュートラルの実現 

本市は令和 4(2022)年にゼロカーボンシティ宣言をしており、カーボンニ

ュートラルの実現に向けて、様々な分野での取組を推進する必要がありま

す。 

二酸化炭素の吸収源対策としては「森林」「農地」「都市緑化」があ

り、二酸化炭素の直接固定として植栽地の拡大や炭素固定を推進するため

の適切な維持管理や木材利用の推進、間接的な二酸化炭素排出量の削減と

してはバイオマス活用があげられます。みどり分野からも、カーボンニュ

ートラルの実現に取り組むことが重要であり、山林等の保全、市街地の緑

化推進、森林機能の向上や多摩産材の活用を重点施策とします。 

 

重要性の高い地域課題 

まちづくりの課題 
（総合長期計画・都市計画マスタープラン・公共施設等総合管理計画 他） 

みどり分野の課題 

（みどりの基本計画） 
環境分野の課題 

（環境基本計画・生物多様性地域戦略 

地球温暖化対策実行計画 他） 防災分野の課題 

（地域防災計画 他） 
産業振興分野の課題 

（おうめ観光戦略・農業振興計画・ 

森林整備計画 他） 
地域社会分野の課題 

（移住･定住促進ﾌﾟﾗﾝ 他） 


